
Ｑ８ 学校の教育にかかわる相談機関にどんなものがありますか。また、

その手続きは、どのようにしたらよいですか。

松戸市及び県内の諸機関では、学習、友人関係、心身の健康、

不登校、非行など、教育に関わるあらゆる相談を受け付けてい

ますので、どなたでも直接ご相談下さい。

教育相談のご案内

◎ 少年センター ３６６－７８６７

◎ 東葛飾教育事務所・教育相談 ０４－７１２４－４１４８

◎ 総合教育センター ０４３－２７５－８５１０


